
夫婦間での生活費のやり取りと税金 

贈与税の非課税規定において、「扶養義務

者相互間において生活費又は教育費に充て

るためにした贈与により取得した財産のう

ち通常必要と認められるものは非課税とす

る」と定められています。 
夫婦間での生活費のやり取りは、当たり

前に税金など意識せずに行っております。 

不動産や多額の資金の移動の原則と特例 
扶養義務を果たすためとはいえ、生活費

はその都度負担が原則で、多額の金銭を子

供名義の預金に一括で振り込むとかの現金

の移動は、課税贈与行為と通達されていま

す。生活用不動産の共有化も、非課税の範

囲を超える贈与行為となります。 
とはいえ、世の中の変化に対応して税制

も、居住用不動産又はその取得資金の配偶

者間贈与、教育資金、結婚・子育て資金、住

宅取得資金の直系尊属からの一括贈与、を

可能にするような特例措置が講じられてき

ています。 
老人ホーム入居金は不動産的で一括だが 
老齢化社会になり、老人ホームへ入居す

る際の入居金の一時払いを扶養義務者が負

担する、という場合はどうでしょうか。 

終身居住権を確保するためなので、性格

は不動産の取得性を帯び、月々償却費消さ

れていく前払金的性格を有し、元本の提供

に近いような性格を有するものの、通常の

生活を維持するための生活保持義務の履行

でもあり、贈与税課税は憚られそうです。 

老人ホーム入居資金提供扶養義務者の死

亡時に、一時払い入居金の未償却部分が算

定し得る、としてなされた相続税の更正処

分は、審判所の裁決で課税否認とされてい

る事例があります。 

課税とされた事例もあるが 

ネットで検索しただけで、有料老人ホー

ムへの入居一時金が数億円というものの存

在も確認されます。 

老人ホーム入居一時金が 1.3 億円という

事例では、３年内贈与に該当するとして、

贈与課税されて、最高裁まで争っています

が、納税者敗訴となっています。 

生活維持費は各人各様なので、単純に金

額水準だけで、可否判定はしにくいし、入

居一時金支払時の贈与というのも担税力や

課税実務の実態にそぐわないし、資金支払

者死亡時の未償却金の認定も計算上の数字

に過ぎず、小規模宅地特例や居住不動産贈

与の配偶者非課税特例とのバランスも考慮

されるべき、と思われます。 
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老人ホーム入居一時金の贈与 

こんな老人ホームは

課税になるかしら？ 


